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(57)【要約】
【課題】光素子の実装作業を容易とし、製造が容易で低
コストな光モジュール及びその製造方法を提供する。
【解決手段】ミラー７の幅を光ファイバ収容溝２１の幅
よりも大きく形成し、光ファイバ収容溝２１のミラー７
側の端部の周縁部に、当該周縁部と対向するミラー７か
ら入射された光を反射して、再びその対向するミラー７
に戻す反射部２２を形成したものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　面発光素子または面受光素子からなり、その発光部または受光部を前記基板側にして前
記基板の表面に実装される光素子と、
　前記基板の表面に対して平行に配置されると共に、前記基板の長さ方向に沿って配置さ
れる光ファイバと、
　前記光素子の発光部または受光部、および前記光ファイバの先端と対向するように設け
られ、前記光素子と前記光ファイバとを光学的に接続するミラーと、
　前記基板の表面に設けられ、前記光ファイバを収容する光ファイバ収容溝と、
　を備えた光モジュールにおいて、
　前記ミラーの幅を前記光ファイバ収容溝の幅よりも大きく形成し、
　前記光ファイバ収容溝の前記ミラー側の端部の周縁部に、当該周縁部と対向する前記ミ
ラーから入射された光を反射して、再びその対向する前記ミラーに戻す反射部を形成した
　ことを特徴とする光モジュール。
【請求項２】
　前記ミラーの両側の前記反射部と対向する部分の幅は、それぞれ５０μｍ以上である
　請求項１記載の光モジュール。
【請求項３】
　前記ミラーの前記反射部側の端部と前記反射部との距離は、２００μｍ以下である
　請求項１または２記載の光モジュール。
【請求項４】
　前記光素子と前記基板間に前記基板の幅方向に延びるように設けられ、前記光素子と前
記基板間の隙間を、前記基板の長さ方向に分割するように仕切るダム部材を備え、
　前記ダム部材の前記光ファイバ側の一側に前記ミラーが形成され、
　前記ダム部材よりも前記光ファイバと反対側の前記隙間にアンダーフィル用樹脂が充填
され、前記ダム部材よりも前記光ファイバ側の前記隙間に光ファイバ固定用樹脂が充填さ
れた
　請求項１～３いずれかに記載の光モジュール。
【請求項５】
　基板と、
　面発光素子または面受光素子からなり、その発光部または受光部を前記基板側にして前
記基板の表面に実装される光素子と、
　前記基板の表面に対して平行に配置されると共に、前記基板の長さ方向に沿って配置さ
れる光ファイバと、
　前記光素子の発光部または受光部、および前記光ファイバの先端と対向するように設け
られ、前記光素子と前記光ファイバとを光学的に接続するミラーと、
　前記基板の表面に設けられ、前記光ファイバを収容する光ファイバ収容溝と、
　を備えた光モジュールの製造方法において、
　前記ミラーの幅を前記光ファイバ収容溝の幅よりも大きく形成すると共に、
　前記光ファイバ収容溝の前記ミラー側の端部の周縁部に、当該周縁部と対向する前記ミ
ラーから入射された光を反射して、再びその対向する前記ミラーに戻す反射部を形成し、
　前記基板の上方から前記ミラーに光を照射し、前記反射部での反射により明るくなった
部分に挟まれた暗い部分を抽出することにより、前記ミラーの前記光ファイバ収容溝と対
向する部分を抽出し、その前記ミラーの前記光ファイバ収容溝と対向する部分の上面視に
おける中央部に前記発光部または受光部が位置するように位置合せをして、前記光素子を
実装する
　ことを特徴とする光モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、面発光素子または面受光素子からなる光素子を用いた光モジュール及びその
製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　面発光素子または面受光素子からなる光素子を用いた光モジュールでは、光素子を基板
に実装すると、光素子の光軸が基板の表面に対して垂直方向となる。そのため、基板の表
面に対して平行に配置された光ファイバと光素子とを光学的に接続するために、光軸を９
０度変換するミラーが用いられている。
【０００３】
　このような光モジュールとして、従来、基板上に光導波路を形成すると共に、その光導
波路に基板の表面に対して４５度傾斜したミラーを形成し、当該ミラーを形成した光導波
路を介して、光ファイバと光素子とを光学的に接続したものが知られている（例えば、特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０２５４号公報
【特許文献２】特開２００８－１２２７２１号公報
【特許文献３】特開２００９－１４５８１７号公報
【特許文献４】特開２００６－２９２８５２号公報
【特許文献５】特開２００３－１４９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の従来の光モジュールでは、光素子を基板に実装する際にアクティ
ブで実装する必要があるため、製造に手間がかかり、コストが高くなってしまうという問
題があった。
【０００６】
　具体的には、上述の従来の光モジュールでは、光素子を基板に実装する際にミラーの位
置が視認できないので、例えば面発光素子からなる光素子を実装する場合には、光素子に
電源を接続して光素子を発光させ、光導波路から出力される光の光量を測定しつつ、測定
される光量が最も大きくなる位置に光素子を実装する必要があり、非常に手間がかかる。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑み為されたものであり、光素子の実装作業を容易とし、製造が容
易で低コストな光モジュール及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために創案されたものであり、基板と、面発光素子または
面受光素子からなり、その発光部または受光部を前記基板側にして前記基板の表面に実装
される光素子と、前記基板の表面に対して平行に配置されると共に、前記基板の長さ方向
に沿って配置される光ファイバと、前記光素子の発光部または受光部、および前記光ファ
イバの先端と対向するように設けられ、前記光素子と前記光ファイバとを光学的に接続す
るミラーと、前記基板の表面に設けられ、前記光ファイバを収容する光ファイバ収容溝と
、を備えた光モジュールにおいて、前記ミラーの幅を前記光ファイバ収容溝の幅よりも大
きく形成し、前記光ファイバ収容溝の前記ミラー側の端部の周縁部に、当該周縁部と対向
する前記ミラーから入射された光を反射して、再びその対向する前記ミラーに戻す反射部
を形成した光モジュールである。
【０００９】
　前記ミラーの両側の前記反射部と対向する部分の幅は、それぞれ５０μｍ以上であると
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よい。
【００１０】
　前記ミラーの前記反射部側の端部と前記反射部との距離は、２００μｍ以下であるとよ
い。
【００１１】
　前記光素子と前記基板間に前記基板の幅方向に延びるように設けられ、前記光素子と前
記基板間の隙間を、前記基板の長さ方向に分割するように仕切るダム部材を備え、前記ダ
ム部材の前記光ファイバ側の一側に前記ミラーが形成され、前記ダム部材よりも前記光フ
ァイバと反対側の前記隙間にアンダーフィル用樹脂が充填され、前記ダム部材よりも前記
光ファイバ側の前記隙間に光ファイバ固定用樹脂が充填されてもよい。
【００１２】
　また、本発明は、基板と、面発光素子または面受光素子からなり、その発光部または受
光部を前記基板側にして前記基板の表面に実装される光素子と、前記基板の表面に対して
平行に配置されると共に、前記基板の長さ方向に沿って配置される光ファイバと、前記光
素子の発光部または受光部、および前記光ファイバの先端と対向するように設けられ、前
記光素子と前記光ファイバとを光学的に接続するミラーと、前記基板の表面に設けられ、
前記光ファイバを収容する光ファイバ収容溝と、を備えた光モジュールの製造方法におい
て、前記ミラーの幅を前記光ファイバ収容溝の幅よりも大きく形成すると共に、前記光フ
ァイバ収容溝の前記ミラー側の端部の周縁部に、当該周縁部と対向する前記ミラーから入
射された光を反射して、再びその対向する前記ミラーに戻す反射部を形成し、前記基板の
上方から前記ミラーに光を照射し、前記反射部での反射により明るくなった部分に挟まれ
た暗い部分を抽出することにより、前記ミラーの前記光ファイバ収容溝と対向する部分を
抽出し、その前記ミラーの前記光ファイバ収容溝と対向する部分の上面視における中央部
に前記発光部または受光部が位置するように位置合せをして、前記光素子を実装する光モ
ジュールの製造方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、光素子の実装作業を容易とし、製造が容易で低コストな光モジュール
及びその製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（ａ）は、本発明の一実施の形態に係る光モジュールを用いた光モジュール付き
ケーブルを示す平面図およびその要部拡大図であり、（ｂ）はその１Ｂ部拡大図、（ｃ）
は（ｂ）の１Ｃ－１Ｃ線断面図、（ｄ）は（ｂ）の１Ｄ－１Ｄ線断面図である。
【図２】本発明において、光素子を基板に実装する手順を説明する図である。
【図３】図２の２視野カメラで得られる基板側の映像を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施の形態に係る光モジュールの製造方法を説明
する図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施の形態に係る光モジュールの製造方法を説明
する図である。
【図６】本発明の他の実施の形態に係る光モジュールを示す図であり、（ａ）は要部拡大
図、（ｂ）はその６Ｂ－６Ｂ線断面図、（ｃ）はその６Ｃ－６Ｃ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面にしたがって説明する。
【００１６】
　図１（ａ）は、本実施の形態に係る光モジュールを用いた光モジュール付きケーブルを
示す平面図およびその要部拡大図であり、図１（ｂ）はその１Ｂ部拡大図、図１（ｃ）は
図１（ｂ）の１Ｃ－１Ｃ線断面図、図１（ｄ）は図１（ｂ）の１Ｄ－１Ｄ線断面図である
。
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【００１７】
　図１（ａ）に示すように、光モジュール付きケーブル１００は、光ファイバ２の両端部
に本発明の光モジュール１をそれぞれ設けたものである。光ファイバ２の一方の端部（図
示左側）には、送信側の光モジュール１ａが設けられ、他方の端部（図示右側）には、受
信側の光モジュール１ｂが設けられている。
【００１８】
　光モジュール１（１ａ，１ｂ）は、基板３と、面発光素子または面受光素子からなり、
その発光部または受光部を基板３側にして基板３の表面Ｓに実装されるる光素子４と、光
素子４と電気的に接続されたＩＣ５と、を備えている。光ファイバ２は、基板３の表面Ｓ
に対して平行に配置されると共に、基板３の長さ方向（図示左右方向）に沿って配置され
る。基板３の長さＬは、例えば５～１５ｍｍであり、基板３の幅Ｗは、例えば２～５ｍｍ
である。また、光ファイバ２の長さＬFは、例えば０．１～５０ｍである。
【００１９】
　本実施の形態では、基板３として、ポリイミドからなるフィルム基板３ａの表面Ｓと裏
面Ｒにそれぞれ配線パターン１１，１２を形成したフレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）
を用いている（図１（ｃ），（ｄ）参照）。配線パターン１１，１２としては、銅の表面
にニッケルめっきや金めっき等の金属めっき層を形成したものを用いるとよい。
【００２０】
　送信側の光モジュール１ａでは、光素子４として、ＶＣＳＥＬ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ｃ
ａｖｉｔｙ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ）などの面発光素子を用い
、ＩＣ５として、光素子４を駆動するドライバＩＣを用いる。送信側の光モジュール１ａ
の基板３の端部（図示左側の端部）には、複数の接続端子６ａが整列して形成されている
。
【００２１】
　送信側の光モジュール１ａの基板３は、その接続端子６ａを図示しない本体基板上に設
けられたＦＰＣコネクタに接続することにより、本体基板に実装されるようになっている
。本体基板の端部にはカードエッジコネクタ等の入力コネクタが備えられており、その入
力コネクタが、図示しない送信側の外部機器に接続されるようになっている。送信側の光
モジュール１ａでは、送信側の外部機器から入力コネクタ、本体基板、ＦＰＣコネクタ、
接続端子６ａを介して入力された電気信号を、光素子４にて光信号に変換し、光ファイバ
２に出力する。
【００２２】
　他方、受信側の光モジュール１ｂでは、光素子４として、ＰＤ（Ｐｈｏｔｏ　Ｄｉｏｄ
ｅ）などの面受光素子を用い、ＩＣ５として、光素子４からの電気信号を増幅するアンプ
ＩＣを用いる。受信側の光モジュール１ｂの基板３の端部（図示右側の端部）には、複数
の接続端子６ｂが整列して形成されている。
【００２３】
　受信側の光モジュール１ｂの基板３は、その接続端子６ｂを図示しない本体基板上に設
けられたＦＰＣコネクタに接続することにより、本体基板に実装されるようになっている
。本体基板の端部にはカードエッジコネクタ等の出力コネクタが備えられており、その出
力コネクタが、図示しない受信側の外部機器に接続されるようになっている。受信側の光
モジュール１ｂでは、光ファイバ２から入力された光信号を、光素子４にて電気信号に変
換し、接続端子６ｂ、ＦＰＣコネクタ、本体基板、出力コネクタを介して、受信側の外部
機器に出力する。
【００２４】
　以下、図１（ｂ）～（ｄ）を用いて、光素子４と光ファイバ２との接続部の構造につい
て詳細に説明する。なお、図１（ｂ）～（ｄ）では送信側の光モジュール１ａにおける光
素子４と光ファイバ２との接続部を拡大して示しているが、受信側の光モジュール１ｂに
おいても全く同じ構造である。また、図１（ｂ）では、光素子４を破線で示し、光素子４
を透視したときの平面図を示している。
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【００２５】
　図１（ｂ）～（ｄ）に示すように、光モジュール１では、光素子４の発光部、および光
ファイバ２の先端と対向するように設けられ、光素子４と光ファイバ２とを光学的に接続
するミラー７と、基板３の表面Ｓに設けられ、光ファイバ２を収容する光ファイバ収容溝
２１と、光素子４と基板３間に充填される共に硬化され、光素子４の基板３に対する接続
強度を補強するアンダーフィル用樹脂８と、光ファイバ２を基板３に固定するために用い
る光ファイバ固定用樹脂９と、を備えている。
【００２６】
　光素子４は、バンプ１４を用いて配線パターン１１にフリップチップ実装される。図示
していないが、光素子４は、その下面視における四隅に電極を有し、各電極に対応するよ
うにバンプ１４が設けられている。光ファイバ２は、その先端部の被覆が除去され、裸線
の状態で基板３の光ファイバ収容溝２１に収容される。
【００２７】
　本実施の形態に係る光モジュール１では、光素子４と基板３間に基板３の幅方向（図１
（ｂ）における上下方向）に延びるように設けられ、光素子４と基板３間の隙間１３を、
基板３の長さ方向（図１（ｂ）における左右方向）に分割するように仕切るダム部材１０
を備えており、そのダム部材１０の光ファイバ２側の一側にミラー７を形成している。
【００２８】
　ダム部材１０は、アンダーフィル用樹脂８が充填される領域と光ファイバ固定用樹脂９
が充填される領域とを区画するためのものであり、ダム部材１０よりも光ファイバ２と反
対側（図示左側）の隙間１３にはアンダーフィル用樹脂８が充填され、ダム部材１０より
も光ファイバ２側（図示右側）の隙間１３には光ファイバ固定用樹脂９が充填される。
【００２９】
　本実施の形態では、ダム部材１０として、基板３の表面Ｓに形成された配線パターン１
１を用い、ダム部材１０である配線パターン１０の一側を基板３の表面Ｓに対して４５度
傾斜するように加工（例えば、ダイシング等の機械加工）を行うことにより、ミラー７を
形成している。
【００３０】
　光素子４とフィルム基板３ａ間に光ファイバ２を挿入可能とするため、光素子４とフィ
ルム基板３ａ間の距離、すなわち、配線パターン１１の厚さとバンプ１４の厚さとを足し
合わせた厚さは、光ファイバ２の先端部の外径（つまりクラッド径）以上となるようにす
る必要がある。例えば、クラッド径８０μｍの光ファイバ２を用いる場合、配線パターン
１１としては、銅層の厚さが７０μｍ程度のものを用いればよい。フィルム基板３ａの厚
さは、例えば２５μｍである。
【００３１】
　なお、本実施の形態では、配線パターン１１を厚く形成したため、この厚く形成した配
線パターン１１を利用して光ファイバ収容溝２１を形成している。具体的には、光素子４
のバンプ１４が接続される図示右側の２つの配線パターン１１を、長さ方向に平行に延び
るように形成し、その配線パターン１１間の隙間に光ファイバ２の先端部を収容するよう
に構成し、２つの配線パターン１１間の隙間を、光ファイバ２を収容する光ファイバ収容
溝２１とした。光ファイバ収容溝２１の幅（２つの配線パターン１１の間隔）は、光ファ
イバ２の先端部の外径（クラッド径）とほぼ等しくなるようにされる。
【００３２】
　本実施の形態では、光素子４のバンプ１４が接続される図示左側の２つの配線パターン
１１についても、長さ方向に平行に延びるように形成し、その配線パターン１１間の隙間
にアンダーフィル用樹脂８を充填するようにした。ここでは、図１（ｂ）における左上の
配線パターン１１をダム部材１０に接続した場合を示しているが、左上の配線パターン１
１はダム部材１０に接続しなくともよい。
【００３３】
　また、本実施の形態では、光素子４の長さ方向の両側からダム部材１０に向かうように
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樹脂８，９を充填するようにした。このとき、例えば、図１（ｂ）における左下の配線パ
ターン１１がダム部材１０に接続されていると、充填時にアンダーフィル用樹脂８の逃げ
場がなくなり、光素子４とダム部材１０間の僅かな隙間を通ってダム部材１０の反対側に
アンダーフィル用樹脂８が溢れてしまうおそれが生じる。このような事態を避けるため、
配線パターン１１のダム部材１０の近傍には、充填時に不要な樹脂８，９を幅方向に逃が
すための排出口１５を形成しておく必要がある。
【００３４】
　ダム部材１０の光ファイバ２側の端部よりも光ファイバ２と反対側の光素子４の長さＡ
は、光素子４の素子長ＬDの１／３以上であることが望ましい。これは、長さＡが光素子
４の素子長ＬDの１／３未満となると、アンダーフィル用樹脂８により固定される領域が
少なくなり、光素子４の基板３に対する接続強度が十分に確保できなくなる場合があるた
めである。
【００３５】
　また、ダム部材１０の幅は、光素子４の幅以上であることが望ましい。これは、ダム部
材１０の幅が光素子４の幅未満であると、アンダーフィル用樹脂８や光ファイバ固定用樹
脂９の充填時に、当該樹脂８，９がダム部材１０を回り込んでその反対側の領域に侵入し
てしまう場合があるためである。
【００３６】
　アンダーフィル用樹脂８と光ファイバ固定用樹脂９としては、同じ樹脂を用いてもよい
し、異なる樹脂を用いてもよい。なお、アンダーフィル用樹脂８は光素子４を基板３に対
して強固に固定するためのものであるから、硬化後の硬度が比較的高いものを用いること
が望ましい。これに対して、光ファイバ固定用樹脂９は光ファイバ２の先端部を基板３に
固定するものであるが、光ファイバ２の先端部は配線パターン１１間の隙間に収容されて
いるため、アンダーフィル用樹脂８ほどの高い硬度は要求されない。また、光ファイバ固
定用樹脂９は、光ファイバ２と基板３間の線膨張の差を吸収する役割を果たすため、光モ
ジュール１の長期信頼性を保つ観点からは、硬化後の硬度が比較的低いものを用いること
が望ましい。よって、光素子４の基板３に対する接続強度を十分に確保し、かつ、光モジ
ュール１の長期信頼性を保つために、アンダーフィル用樹脂８と光ファイバ固定用樹脂９
として異なる樹脂を用い、光ファイバ固定用樹脂９として、アンダーフィル用樹脂８より
もやわらかい（硬化後の硬度が低い）ものを用いることが望ましい。
【００３７】
　さて、本実施の形態に係る光モジュール１では、ミラー７の幅（図１（ｂ）における上
下方向の長さ）を光ファイバ収容溝２１の幅よりも大きく形成し、光ファイバ収容溝２１
のミラー７側の端部の周縁部に、当該周縁部と対向するミラー７から入射された光を反射
して、再びその対向するミラー７に戻す反射部２２を形成している。
【００３８】
　ここでは、光ファイバ収容溝２１を２つの配線パターン１１で形成しているため、両配
線パターン１１のミラー７側の端面を反射部２２として用いる。ただし、これに限らず、
光ファイバ収容溝２１のミラー７側の端部の周縁部に別途金属膜等を設けることで、反射
部２２を形成するようにしてもよい。反射部２２は、基板３の表面Ｓに対して略垂直に形
成される。
【００３９】
　図２に示すように、光素子４を実装する際には、基板３の上方に光素子４を配置すると
共に、基板３と光素子４の間に２視野カメラ３１を挿入し、その２視野カメラ３１で上下
の映像を確認しつつ光素子４の位置合わせを行い、光素子４の位置合わせを行った後、２
視野カメラ３１を基板３と光素子４の間から取り出し、光素子４を下方に移動させてフリ
ップチップ実装を行う。
【００４０】
　このとき、ミラー７の幅を光ファイバ収容溝２１の幅よりも大きく形成し、かつ、光フ
ァイバ収容溝２１のミラー７側の端部の周縁部に反射部２２を形成しておけば、２視野カ
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メラ３１の撮像用の光の一部が基板３の上方からミラー７に入射し、ミラー７で反射した
光の一部が反射部２２で反射されて再びミラー７に入射され、ミラー７で反射されて基板
３の上方に出射されることになる。
【００４１】
　その結果、図３に示すように、２視野カメラ３１で得られる基板３側の映像は、ミラー
７の反射部２２と対向する部分のみが明るくなった映像となる。この反射部２２での反射
により明るくなった部分に挟まれた暗い部分が、ミラー７の光ファイバ収容溝２１と対向
する部分ということになる。なお、ミラー７が光ファイバ収容溝２１と対向する位置にの
みしか設けられていない場合、ミラー７全体が暗くなるので、ミラー７の光ファイバ収容
溝２１と対向する部分を視認できなくなる。
【００４２】
　光素子４と光結合される光ファイバ２のコアは光ファイバ収容溝２１の中心に位置する
ので、光素子４の発光部または受光部が、ミラー７の光ファイバ収容溝２１と対向する部
分（暗い部分）の上面視における中央部（長さ方向および幅方向の中心）に位置するよう
に位置合せをして光素子４を実装すればよいことになる。なお、２視野カメラ３１として
は、取得した映像の暗い部分を認識し、その暗い部分の中央部を自動的に抽出する機能を
有するものもあるので、そのような機能を有する２視野カメラ３１を用いれば、さらに容
易に光素子４の位置合わせを行うことができる。
【００４３】
　ミラー７の両側の反射部２２と対向する部分の幅は、それぞれ５０μｍ以上であること
が望ましい。つまり、ミラー７の幅は、光ファイバ収容溝２１の幅＋５０μｍ×２以上で
あることが望ましい。これは、ミラー７の両側の反射部２２と対向する部分の幅が５０μ
ｍ未満であると、反射部２２で反射された光を視認することが困難となり、ミラー７の光
ファイバ収容溝２１と対向する部分が認識できず、光素子４の位置合わせが困難となるた
めである。
【００４４】
　本実施の形態では、ダム部材１０の一側にミラー７を形成しており、また、上述のよう
にダム部材１０の幅は、光素子４の幅以上であることが望ましいので、ダム部材１０およ
びミラー７の幅は、光素子４の幅以上で、かつ、光ファイバ収容溝２１の幅＋５０μｍ×
２以上であることが望ましい。
【００４５】
　また、ミラー７の反射部２２側の端部と反射部２２との距離ＬRは、２００μｍ以下で
あることが望ましい。これは、ミラー７の反射部２２側の端部と反射部２２との距離ＬR

が２００μｍを超えて大きくなると、２視野カメラ３１で得られる基板３側の映像におい
て、反射部２２での反射による明るい部分がぼやけ、ミラー７の光ファイバ収容溝２１と
対向する部分との境界が曖昧になってしまい、光素子４の実装精度が低下してしまうため
である。
【００４６】
　次に、本実施の形態に係る光モジュールの製造方法について説明する。
【００４７】
　本実施の形態に係る光モジュールの製造方法では、まず、フィルム基板３ａの表裏面に
所望の配線パターン１１，１２を形成した基板３を作製し、ダム部材１０となる配線パタ
ーン１１にダイシング等の加工を施してミラー７を形成する。
【００４８】
　その後、図４（ａ）に示すように、光素子４を配線パターン１１にフリップチップ実装
する。このとき、図２，３に示したように、基板２の上方から２視野カメラ３１によりミ
ラー７に光を照射し、反射部２２での反射により明るくなった部分に挟まれた暗い部分を
抽出することにより、ミラー７の光ファイバ収容溝２１と対向する部分を抽出し、そのミ
ラー７の光ファイバ収容溝２１と対向する部分の上面視における中央部に発光部または受
光部が位置するように、２視野カメラ３１の映像を見ながら光素子４の位置合せをして、
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光素子４を実装する。その後、図４（ｂ）に示すように、ダム部材１０の図示左側の領域
にアンダーフィル用樹脂８を充填し、硬化させる。
【００４９】
　アンダーフィル用樹脂８を硬化させた後、図４（ｃ）に示すように、図示右側の２つの
配線パターン１１間の隙間に光ファイバ２の先端部を収容し、ダム部材１０の図示右側の
領域に光ファイバ固定用樹脂９を充填し、硬化させる。
【００５０】
　その後、基板３にＩＣ５を実装し、基板３をＦＰＣコネクタを介して別途作製した本体
基板に実装すれば、本発明の光モジュール１が得られる。さらに、光ファイバ２の両端に
送信側の光モジュール１ａと受信側の光モジュール１ｂをそれぞれ設けると、図１（ａ）
の光モジュール付きケーブル１００が得られる。
【００５１】
　なお、ここでは光素子４の実装を先に行う場合を説明したが、光ファイバ２の実装を先
に行うことも可能である。
【００５２】
　この場合、まず、図５（ａ）に示すように、図示右側の２つの配線パターン１１間の隙
間に光ファイバ２の先端部を収容し、ダム部材１０の図示右側の領域に光ファイバ固定用
樹脂９を充填し、硬化させる。その後、図５（ｂ）に示すように、光素子４を配線パター
ン１１にフリップチップ実装し、図５（ｃ）に示すように、ダム部材１０の図示左側の領
域にアンダーフィル用樹脂８を充填し、硬化させると、本発明の光モジュール１が得られ
る。
【００５３】
　なお、光ファイバ２の実装を先に行う場合、光素子４の実装前に光ファイバ固定用樹脂
９を硬化させるため、光ファイバ固定用樹脂９は光素子４の固定には寄与しない。これに
対して、光素子４の実装を先に行う場合は、光ファイバ固定用樹脂９が光素子４を基板３
に固定するアンダーフィルの役割も兼ねることになるので、光素子４の基板３に対する接
続強度をより高めることができる。
【００５４】
　以上説明したように、本実施の形態では、ミラー７の幅を光ファイバ収容溝２１の幅よ
りも大きく形成し、光ファイバ収容溝２１のミラー７側の端部の周縁部に、当該周縁部と
対向するミラー７から入射された光を反射して、再びその対向するミラー７に戻す反射部
２２を形成している。
【００５５】
　このように構成することで、従来のようなアクティブな実装を行わずとも、光素子４の
実装時に光素子４の実装位置を視認できるようになり、光素子４の実装作業を容易とし、
製造が容易で低コストな光モジュール１を実現できる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、ミラー７の両側の反射部２２と対向する部分の幅を、それぞ
れ５０μｍ以上としているため、光素子４の実装時に、反射部２２での反射により明るく
なる部分を確実に視認でき、その明るい部分に挟まれた暗い部分、すなわちミラー７の光
ファイバ収容溝２１と対向する部分を確実に視認することができる。
【００５７】
　さらに、本実施の形態では、ミラー７の反射部２２側の端部と反射部２２との距離を２
００μｍ以下としているため、反射部２２での反射により明るくなる部分がぼやけること
がなく、ミラー７の光ファイバ収容溝２１と対向する部分を視認し易くすることができる
。
【００５８】
　さらにまた、本実施の形態では、光素子４と基板３間に基板３の幅方向に延びるように
設けられ、光素子４と基板３間の隙間１３を基板３の長さ方向に分割するように仕切るダ
ム部材１０を備え、ダム部材１０の光ファイバ２側の一側にミラー７を形成し、ダム部材
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１０よりも光ファイバ２と反対側の隙間１３にアンダーフィル用樹脂８を充填し、ダム部
材１０よりも光ファイバ２側の隙間１３に光ファイバ固定用樹脂９を充填している。
【００５９】
　このように構成することで、製造中に光素子４が基板３から外れてしまったり、あるい
は光素子４の基板３に対する接続強度が不十分となることがなく、光素子４と光ファイバ
２の実装作業を容易に行うことが可能になり、光素子４の基板３に対する接続強度を十分
に確保しつつも、製造が容易な光モジュール１を実現できる。
【００６０】
　また、光モジュール１では、光素子４と光ファイバ２とをミラー７を介して直接光学的
に接続する構成であるため、光導波路やレンズが不要であり、低コストである。
【００６１】
　また、本実施の形態では、ダム部材１０の光ファイバ２側の端部よりも光ファイバ２と
反対側の光素子４の長さＡを、光素子４の素子長ＬDの１／３以上としているため、アン
ダーフィル用樹脂８を充填する領域を十分に確保でき、光ファイバ固定用樹脂９にやわら
かい樹脂を用いた場合であっても、光素子４の基板３に対する接続強度を十分に確保する
ことが可能になる。
【００６２】
　さらに、ダム部材１０の幅を光素子４の幅以上とすることにより、充填時に樹脂８，９
がダム部材１０の反対側の領域に侵入してしまうことを防止でき、製造をより容易に行う
ことが可能になる。
【００６３】
　なお、ダム部材１０とミラー７を別体に形成することも考えられるが、この場合、構造
が複雑となり、製造に手間がかかるという問題が生じる。ダム部材１０とミラー７を一体
に形成することにより、構造を簡単にし、製造を容易にすることが可能であり、さらには
小型化も可能になるというメリットがある。
【００６４】
　次に、本発明の他の実施の形態を説明する。
【００６５】
　図６（ａ）～（ｃ）に示す光モジュール４１は、図１の光モジュール１において、フィ
ルム基板３ａの一部をダム部材１０として用いるようにしたものである。
【００６６】
　光モジュール４１では、基板３として、フィルム基板３ａを比較的厚く形成し、そのフ
ィルム基板３ａの表面Ｓ側に比較的薄い配線パターン１１を形成したものを用いる。例え
ば、光ファイバ２としてクラッド径８０μｍのものを用いる場合、基板３としては、フィ
ルム基板３ａの厚さが７０μｍ程度、配線パターン１１の厚さが１０μｍ程度のものを用
いるとよい。
【００６７】
　光モジュール４１では、フィルム基板３ａに、光ファイバ２を収容し光ファイバ固定用
樹脂９を充填するためのファイバ収容溝４２を形成すると共に、アンダーフィル用樹脂８
を充填するためのアンダーフィル用溝４３を形成し、ファイバ収容溝４２とアンダーフィ
ル用溝４３を隔てるフィルム基板３ａの一部（両溝４２，４３を隔てる隔壁の部分）をダ
ム部材１０として用いる。
【００６８】
　ファイバ収容溝４２は、図６（ａ）における右側の２つの配線パターン１１の間に形成
され、アンダーフィル用溝４３は、図６（ａ）における左側の２つの配線パターン１１の
間に形成される。各溝４２，４３のダム部材１０側の端部には、充填時に不要な樹脂８，
９を幅方向に逃がすための排出口１５が形成されている。
【００６９】
　また、光モジュール４１では、ダム部材１０（フィルム基板３ａの一部）の一側（つま
りファイバ収容溝４２側の側壁）をフィルム基板３ａの表面に対して傾斜するように加工
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し、当該傾斜部にめっき等により金属膜４４を形成することで、ミラー７を形成している
。
【００７０】
　さらに、光モジュール４１では、光ファイバ収容溝４２のミラー７側の端部の周縁部、
すなわちミラー７と対向する部分のフィルム基板３ａにも金属膜４５を形成することで、
反射部２２を形成している。金属膜４４，４５としては、例えば銅からなるものを用いる
とよい。
【００７１】
　光モジュール４１によれば、上述の光モジュール１と同様の作用効果を得ることができ
ると共に、さらなる薄型化が可能となる。
【００７２】
　本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
種々の変更を加え得ることは勿論である。
【００７３】
　例えば、上記実施の形態では、光素子４を１つのみ備える場合（つまり１チャンネルの
場合）を説明したが、複数の光素子をアレイ状に配列したアレイ状光素子を用い、多チャ
ンネル化することも可能である。この場合、光ファイバ２に代えて、複数の光ファイバを
配列した光ファイバアレイを用いることになる。
【００７４】
　また、上記実施の形態では、ダム部材１０として、配線パターン１１やフィルム基板３
ａを用いたが、これに限らず、基板３とは別体にダム部材１０を形成し、そのダム部材１
０を基板３に取り付けるよう構成することも可能である。
【符号の説明】
【００７５】
１　光モジュール
２　光ファイバ
３　基板
４　光素子
７　ミラー
８　アンダーフィル用樹脂
９　光ファイバ固定用樹脂
１０　ダム部材
１３　隙間
２１　光ファイバ収容溝
２２　反射部
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